
高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱（新旧対照表）

新 旧

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱

第１条 ～ 第14条「略」

（県内発注）

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地

消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。

（委任）

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事

が別に定める。

（雑則）

第17条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、高知県林業振興・環境部木材

産業振興課に提出しなければならない。

附 則

１ この要綱は、平成28年３月23日から施行する。

２ この要綱は、令和11年５月31日限りその効力を失う、ただし、この要綱に基

づき交付された補助金については、第６条、第11条第３項及び第14条の規定

は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成29年４月６日から施行し、平成29年度事業から適用する。

附 則

この要綱は、平成30年４月６日から施行し、平成30年度事業から適用する。

附 則

この要綱は、平成31年３月２９日から施行し、平成31年度事業から適用す

る。

高知県非住宅建築物木造化促進事業費補助金交付要綱

第１条 ～ 第14条「略」

「追加」

（委任）

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事

が別に定める。

（雑則）

第16条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、高知県林業振興・環境部木材

産業振興課に提出しなければならない。

附 則

１ この要綱は、平成28年３月23日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月31日限りその効力を失う、ただし、この要綱に基

づき交付された補助金については、第６条、第11条第３項及び第14条の規定

は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成29年４月６日から施行し、平成29年度事業から適用する。

附 則

この要綱は、平成30年４月６日から施行し、平成30年度事業から適用する。

附 則

この要綱は、平成31年３月２９日から施行し、平成31年度事業から適用す

る。



新 旧

附 則

この要綱は、令和２年３月２３日から施行し、令和２年度事業から適用する。

附 則

この要綱は、令和２年９月４日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年３月22日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年３月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年３月23日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年３月21日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月２日から施行する。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表（第２条、第３条関係）「略」

（注）１～３「略」

４ 事業区分１と２における設計費の補助対象経費については、令和６年国土交通省告示第８号（建築

士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準）に準じた略算方法による試

算で算出する金額をおおむねの上限額とする。なお、略算方法による試算について、計画する建築物

が小規模で床面積の値が小さく、略算表を適用できない場合は、略算表の最も小さい値と原点との２

点間の線形補間を適用する。

５～９「略」

10 事業区分３にあっては、次によること。

（１）「略」

（２）木造化を実施する場合には、以下の条件のいずれかを満たす建築物を補助対象とし、構造用部

材については、ＪＡＳ構造材（機械等級区分構造用製材、直交集成板（ＣＬＴ）、構造用集成材）

を土台、大引、柱、梁、桁等の主要構造部（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１項第

５号）の一部又は全てに使用するものとし、使用したＪＡＳ構造材のみ補助対象とする。

附 則

この要綱は、令和２年３月２３日から施行し、令和２年度事業から適用する。

附 則

この要綱は、令和２年９月４日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年３月22日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年３月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年３月23日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年３月21日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月２日から施行する。

「追加」

別表（第２条、第３条関係）「略」

（注）１～３「略」

４ 事業区分１と２における設計費の補助対象経費については、平成31年国土交通省告示第98号（建

築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準）に準じた略算方法による

試算で算出する金額をおおむねの上限額とする。なお、略算方法による試算について、計画する建築

物が小規模で床面積の値が小さく、略算表を適用できない場合は、略算表の最も小さい値と原点との

２点間の線形補間を適用する。

５～９「略」

10 事業区分３にあっては、次によること。

（１）「略」

（２）木造化を実施する場合には、以下の条件のいずれかを満たす建築物を補助対象とし、構造用部

材については、ＪＡＳ構造材（機械等級区分構造用製材、直交集成板（ＣＬＴ）、構造用集成材）

を土台、大引、柱、梁、桁等の主要構造部（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１項第

５号）の一部又は全てに使用するものとし、使用したＪＡＳ構造材のみ補助対象とする。



新 旧

また、高知県産の木材を使用した製材品（ＣＬＴ、集成材を含む。）を、延べ面積１m2当たりおお

むね0.18m3以上使用することとする。

ア 事業区分１、２の設計の条件を満たす建築物

イ 県産材を10㎥以上使用する建築物

（３）「略」

（４）「略」

11「略」

また、高知県産の木材を使用した製材品（ＣＬＴ、集成材を含む。）を、延べ面積１m2当たりおお

むね0.18m3以上使用することとする。

ア 事業区分１、２の設計の条件を満たす建築物

イ 県産材を10㎥以上使用する建築物

（３）「略」

（４）「略」

11「略」



新 旧



新 旧

別紙１～２「略」 別紙１～２「略」



新 旧

第２号様式～第５号様式「略」 第２号様式～第５号様式「略」



新 旧

第７号様式～第８号様式「略」 第７号様式～第８号様式「略」


